
多機関連携型タイムラインの策定による関係機関の連携強化

※「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定（H31.1.29）において「多機関連携型タイムラインの拡充」と記載

※
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多機関連携型タイムラインの策定による関係機関の連携強化

市町は防災部局が代表として検討会へ参加し、建設、水道、福祉、教育部局等へは庁内で情報を共有する。

タイムライン検討会の「発足式」、「完成式」は、千代川水系大規模氾濫時のタイムライン検討会（仮称）と調整して合
同で行う予定である。 ※下記、検討会メンバー（案）は、今後、検討を進めるなかで変更する可能性がある。

第1回検討会に向けた事前検討のため、各機関の方々へは資料提供やヒアリング等の協力をお願いする。

令和元年度第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

●発足式

●座長選定 関係機関調整、ヒアリング等実施予定

●減災対策協議会（5/23）

●洪水予報連絡会（5/30）

●第1回検討会

●第2回検討会

●第3回検討会 ●完成式

検討会スケジュール（案）は、あくまで目安です。詳細については、適時お知らせします。

■検討会スケジュール（案）

■検討会メンバー（案）


